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そ

・生徒が安定した義務

の

教育を受けることがで

他

きた。

Ａ：成果があが

　

った

】 【協働： 】

目的・目標 事業の概要

２.事業の検証

指標名 単位

説明・算定式

活動指標① 平成17年度 平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度
目

標

実

績

指標名 単位

説明・算定式

活動指標② 平成

１

17年度 平成18年度

.

平成19年度 平成20

事

年度 平成21年度 平成

業

22年度 平成23年度

の

目

標

実

績

指標名 単位

説

位

明・算定式

成果指標①

置

平成17年度 平成18

付

年度 平成19年度 平成

け

20年度 平成21年度

事

平成22年度 平成23

務

年度
目

標

実

績

指標名 単

事

位

説明・算定式

成果指

業

標② 平成17年度 平成

名

18年度 平成19年度

事

平成20年度 平成21

業

年度 平成22年度 平成

担

23年度
目

標

実

績

当

予

進捗状況
遅れ

算

ている理由

平成19年

科

度の主な取組と成果

平

目

成19年度
の検証結果

事

平成20年度  実施

業

計画事業評価シート 頁

種

要保護及び準要保護児

類

童生徒援助事業

学校教

ハ

育部　学務課

01－1 ー00104－0100 ド00 ○ ●

01 基本目標

ソ

１　　豊かな心をはぐ

フ

くみ、よろこびとふれ

ト

あいにあふれたまち
総

根

合計画の
01 ①〈人間

拠

力〉　一人一人の心の

法

やさしさ、学ぶ意欲、

令

生きる力をはぐくむ
位

等

置付け
04 4 子ども

対

時代に生きる力を身に

象

つける環境をつくる

学

・

校教育法第２５条及び

受

第４０条

就学援助児童益 ・生徒

□ □ □ □

経済的

者

な理由により就学が困

事

難な児童・生徒の保護

業

者に対し必 義務教育を

期

円滑に受けることがで

間

きるようにするため、

委

経済的
要な援助をする

託

ことにより、児童・生

、

徒が安定した義務教育

協

を な理由により就学が

働

困難な児童・生徒の保

【

護者に対して必要な
受

委

けることができます。

託

援助をします。

支給申

：

請受付件数 人

－

2,4

3

00 2,400 2,4

セ

00

2,404

経済的

ク

な理由による欠席者数

・

人

－

0 0 0

0

①：予定

財

どおり

平塚市立の小・

団

中学校に通う全児童生

企

徒の保護者に対し制度

業

の周知をし、申請に基

Ｎ

づき認定審査を行い、

Ｐ

認定した保護者に就学

Ｏ

援助費を支給し、児童
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位

.00 0.00

0.0

施

0 0.00 0.00 0

策

.00 0.00 0.0

へ

0 0.00

0 0 10,

の

909 10,909 1

貢

0,909 0 0

0 0 1

献

43,997 152,

高

909 151,909

市

0 0

● ○ ○ ○ ○ ○ ○

効

民

率的で適正な事業実施

満

に努め、現状規模で継

足

続する。

事務改善によ

度

る事務の効率化を図る

を

。

企業の倒産やリスト

高

ラ、母子・父子家庭の

め

経済的理由に
よって就

る

学が困難な児童生徒の

方

保護者に対して、継続

策

し
た援助は必要である

業

と考える。

有効性
継続による成果向上の可能性 低
その他

事業の目的､対象､内容
分 高

受益者負担､補助額
妥当性 中

業務の執行体制(人員配置､業務分担)
低

その他
析

業務プロセス改善による効率化の方策
高

コスト削減の可能性
効率性 中

事業手法(民活の余地､事業形態の検討)
低

その他

今後に向けた課題の分析

３.年度別事業内容・事業費 （単位：千円）

平成17年度 平成18年度 平成19年度 平

項

成20年度 平成21年

目

度 平成22年度 平成2

分

3年度

決算額 決算額 決

析

算額 予算額 計画額 計画

の

額 計画額

事業内容

国庫

視

支出金
財

県支出金
源

起

点

債
内

その他　特財
訳

一

左

般財源

事業費（A）

執

記

行率（%）

内 職員（人

の

）

訳 再任用（人）

人件

視

費（B）

フルコスト（

点

A+B）

に関

４.今後の事業展

す

開（担当課としての提

る

案）
平成21年度の事

分

業の方向性

現状の規模

析

で継続 拡大して継続 縮

・

小して継続 廃止 休止 終

課

了 他事業と統合

＜判断

題

理由＞

平成21年度の

の

取組方針

課長コメント

抽

■ 経済的理由により就

出

学が困難の児童生徒等

総

の保護者を援
●□ 助し

合

、安定した義務教育を

評

受けさせる必要がある

価

。

■ ○
□
□ 事業を継続

市

し保護者の経済的負担

民

を軽減することにより

ニ

●□ 、児童生徒の就学

ー

の機会を確保すること

ズ

ができる。

■ ○
□
□ 認

高

定にあたっては、国か

事

らの通知や生活保護基

業

準に基づ
●

■ き実施し

目

ており妥当である。
○

的

□
○

□
□ 援助費を国庫

の

補助事業の基準に合わ

達

せており、制度の目
●

成

■ 的からコストの削減

状

はできない。
○

□
○

□

況

今後も事務手続に要す

必

る時間短縮など業務改

要

善意識を持ち、効率的

性

で適正な事業執行に努

市

める。

就学費の援助 就

の

学費の援助 就学費の援

関

助

0 0 437 295 2

与

90 0 0

0 0 0 0 0 0

の

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0

必

0 0 0 0 0

0 0 132

要

,651 141,70

性

5 140,710 0 0

低

0 0 133,088 1

事

42,000 141,

そ

000 0 0

0.00 0

の

.00 102.38

0

他

.00 0.00 1.3

上

0 1.30 1.30 0




